
- 1 - 

 

地域再生計画 

 

 

１ 地域再生計画の名称 

  福井県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  福井県 

 

３ 地域再生計画の区域 

福井県の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

 ４－１ 福井県の産業の特徴 

   福井県は、関西圏、中京圏から北陸地方への入口に位置し、これら２大都市圏に近いとい

う地理的特性を活かし、古くから製品や部材を供給する工業県として栄えてきた。 

   このため、福井県では、全国に比べて製造業の事業所数割合が高く、従業者数、県内総生

産においても製造業が全産業の中で最も多い県の主要産業となっている。 

   特に、県北部の嶺北地域（福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、

永平寺町、池田町、南越前町、越前町）に集積している繊維、眼鏡産業は、本県の製造業を

支える地場産業として、全国シェアの上位を占める品目を数多く生産している。また、繊維、

眼鏡等で培われた技術を活かし、産業資材や医療機器などの分野で高付加価値製品を生産・

販売し、業績を伸ばしている企業もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  近年では、テクノポート福井や若狭テクノバレーなどの産業団地を中心に、化学、電子・デ

バイス、機械、プラスチック、非鉄金属などの分野の企業進出が進み、県の製造品出荷額の

上位を占める主要産業に成長している。 

 

【図表１】民営事業所の産業別構成比 
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（出典：経済産業省「平成24年経済センサス活動調査」） 
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   また、県南部の嶺南地域（敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町）は、11

基の原子力発電所が立地しており、長年にわたり関西圏で消費される電気の約６割を供給

してきた地域である。本地域は低廉で安定した電力を供給できることにより、ＡＧＣ若狭化

学㈱（小浜市、若狭町）や日本電産テクノモータ㈱（小浜市）等の、安定した電力供給が必

要な業種の企業の立地が進展している。 

   こうした産業の集積により、本県は世帯収入が東京都に次いで第２位（平成21年全国消費

実態調査）であるほか、貯蓄率、有効求人倍率など家計や労働に関連する指標が全国上位と

なっており、豊かな生活環境の実現に大きく貢献している。 

   一方、福井県の人口は、平成13年の83万人をピークに、平成23年には80万人を割り込んで

いる。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、本県人口は、令和22年には63万人まで減

少すると予測されており、今後、県内産業の活力を維持していくためには、人口減少に歯止

めをかけ、生産年齢人口を維持することが喫緊の課題となっている。 

   人口減少については、厚生労働省の平成25年人口動態統計によると本県の合計特殊出生

率は1.60で全国平均の1.43を大きく上回っており、高い出生率を示す結果となっている一

方で、本県では若者を中心とした人口の流出に起因する人口の社会減が大きな問題となっ

ている。 

本県は、製造業が盛んであり製造拠点等の集積により有効求人倍率が高い水準にあり、

これまでもＵＩターンの推進を県政の重要課題の一つに位置付け、東京等の都市部におい

てＵＩターン就職向けの合同企業説明会等を実施してきたが、高校卒業後に県外の大学等

に進学し、卒業後に県内へＵターン就職する学生は４人に１人と低い割合で推移している。 

ＵＩターン就職が進まない要因の１つとして、文系や理工系の高等教育機関を卒業した

学生の受け皿となる事務や研究開発などの職種の求人倍率が低いことが考えられる。 

そのため、人口流出に歯止めをかけ、産業活力を維持していくには、若者に魅力のある管

理部門や研究開発部門などの本社機能に関する職場を県内に創出していくことが、急務と

なっている。 
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【図表２】県内総生産の産業別割合 

      （生産側・名目） 

（出典：福井県「福井県民経済計算（平成23年度）」） （出典：経済産業省「平成24年経済センサス活動調査」） 
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【図表３】製造品出荷額等の構成比 

   （従業者４人以上の事業所） 
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 ４－２ インフラ整備状況 

 （交通） 

   福井県は、関西、中京の２大都市圏に接しており、大阪市や名古屋市までは高速道路や幹

線道路、鉄道で結ばれ、両都市への所要時間は、福井市から約２時間、敦賀市から約１時間

30分と非常に近い距離にある。近年では、中部縦貫自動車道と北陸自動車道との接続（平成

27年３月）や舞鶴若狭自動車道の全線開通（平成26年７月）、北陸新幹線の金沢開業（平成

27年３月）により、本県は関西、中京、北陸の交通結節点として、地理的重要性がますます

高まっている。 

   中部縦貫自動車道は、平成28年度に福井から大野までの区間の全線が開通する予定とな

っており、今後10年程度の間には、県内区間の全線開通も見込まれ、関東、中京方面とのア

クセスが飛躍的に向上する。また、北陸新幹線は、金沢から敦賀までの開業時期の前倒し（令

和４年度末）が決定しており、今後、関東との交流が盛んになることが期待される。 

   さらに、嶺北地域には福井港、嶺南地域には敦賀港が整備されており、立地企業の物流に

重要な役割を果たしている。特に、敦賀港は、年間約1,500万トンの貨物を取扱う日本海側

屈指の港湾であり、韓国、中国との定期航路が就航し、県内に立地する企業だけでなく、中

京圏、関西圏の企業の国内外との輸移出入の拠点となっている。同港では、船舶の大型化へ

の対応として、平成22年に多目的国際ターミナルが本格供用を開始しており、平成23年には、

国土交通省によって「国際フェリー・国際ＲＯＲＯ船」機能に係る日本海側拠点港に選定さ

れている。 

 （支援機関） 

   福井市には、基幹産業である製造業の試験研究、技術開発の拠点施設として福井県工業技

術センターが設置され、県内の大学や企業と連携した研究開発等も行われている。また、産

学官が連携して産業の活性化・高度化、新産業の創出、産業人材の育成を行う公益財団法人

ふくい産業支援センター（福井市）、エネルギーに関する研究開発とエネルギー関連技術の

地域産業への普及を行う若狭湾エネルギー研究センター（敦賀市）が設置されているほか、

各地域には、商工会議所、商工会、各種業界の組合などがあり、県内企業の経営相談、研究

開発、販路開拓、人材育成等を支援している。 

 

 ４－３ 近年の企業立地の動向と今後の見通し 

   福井県では、平成23年５月に企業立地推進戦略本部を設置し、地理的な特性から優位性の

高い自動車関連産業や化学工業、今後の成長が見込まれる新エネ・省エネ関連の高付加価値

製造業や研究開発型企業、中部縦貫自動車道や舞鶴若狭自動車道、敦賀港の利活用が期待で

きる物流関連産業を重点に誘致活動を進めてきた。この結果、平成23年から平成26年までの

４年間に116社が立地し、雇用予定者数は約1,900人となっている。 

   平成27年に入ってからも、信越化学工業㈱（越前市）や㈱アイケープラスト（敦賀市）な

どの新増設が決定している。 
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    【図表４】福井県の企業立地件数 

 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 計 

新設 5件 15件 12件 16件 48件 

 嶺北地域 2件 10件 8件 12件 32件 

嶺南地域 3件 5件 4件 4件 16件 

増設 21件 13件 18件 16件 68件 

 嶺北地域 16件 12件 16件 13件 57件 

嶺南地域 5件 1件 2件 3件 11件 

合計 26件 28件 30件 32件 116件 

 嶺北地域 18件 22件 24件 25件 89件 

嶺南地域 8件 6件 6件 7件 27件 

 

   福井県は、今後、北陸新幹線の県内区間開業（令和４年度末）や中部縦貫自動車道の整備

進展に伴い、関東、中京方面とのアクセスが飛躍的に向上し、人流、物流がますます盛んに

なる。また、本県は、学力・体力が全国トップレベルにあるとともに、従業員の離職率が低

く、企業が優秀な人材を確保できる環境が整っており、今後、さらなる企業立地が期待でき

る。 

   さらに本県は、幸福度ランキング日本一に輝くなど、県民の生活満足度が高い県であると

ともに、総務省の平成24年就業構造基本調査の結果によると女性の就業率は53.0％（全国１

位）と高く、企業にとって労働力を確保しやすい環境が整っている。また、三世代世帯の割

合が高いことや保育施設の待機児童がいないなど、子育て世帯への支援も充実しているこ

とから、企業の本社機能に関する立地を推進することは、本県の人口減少問題解決のための

重要な施策の一つである。 

 

 ４－４ 地域再生計画の目標 

   福井県では、企業の立地環境を整備することにより、企業の地方拠点の形成・強化を支援

し、地域における就労機会の創出等を図ることを目標とする。 

 

  目標１ 就労機会の創出 

   企業の新規立地や事業拡大により、526人の雇用機会の創出を図る。 

 

  目標２ 企業の新規立地 

   東京にある企業の本社機能等の移転を伴う新規立地等（移転型事業の認定件数）を５

件、県内企業の本社機能等の拡充を伴う新規立地等及び東京以外の地域にある企業の本社

機能等の移転を伴う新規立地等（拡充型事業の認定件数）を31件とする。 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 
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 ５－１ 全体の概要 

   地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例を活用するほか、地域における

就労機会を創出するため、国の機関や県内の各市町等関係機関との連携を図り、次の事業を

実施する。 

  （１）用地・施設の整備状況に関する情報の開示 

  （２）事業者の移転手続きに係るワンストップ窓口の設置 

  （３）事業者の移転促進に係る人材育成確保 

  （４）本社機能を移転する事業者への助成措置 

  （５）新たな産業用地の確保 

 

 ５－２ 特定政策課題に関する事項 

  該当なし  

 

 ５－３ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

 （１） 支援措置の番号および名称 

   地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例 

（内閣府、総務省、厚生労働省、経済産業省）【Ａ３００５】  

 （２）地方活力向上地域 

   ①法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業の対象となる地方活力向上地域  

福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平

寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町の一部区域（別

紙１のとおり） 

   ②法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業の対象となる地域 

・嶺北地域（福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、 

池田町、南越前町、越前町）の一部区域（別紙２のとおり） 

・嶺南地域（敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町）の一部区域（別紙２

のとおり） 

 

 （３）地方活力向上地域の設定について 

   福井県は製造業が盛んな地域であり、県内外の企業の製造拠点が立地している。これまで

も、東京に本社を置く信越化学工業㈱（越前市他）や日本ゼオン㈱（敦賀市）、㈱ＵＡＣＪ

（坂井市）などが県内に進出しており、大規模な生産拠点を構え、研究開発部門などの機能

を有している拠点もあることから、今後も、東京からの移転が期待できる地域である。 

   法第十七条の二第一項第二号の地域は、嶺北地域と嶺南地域の２つの経済圏を形成する

地域で設定する。 

   嶺北地域は、７市４町（福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、

永平寺町、池田町、南越前町、越前町）からなる広域的な地域である。 

   ＪＲ北陸本線、北陸自動車道、国道８号などの交通幹線が南北に縦断し、これらと接続す

るＪＲ越美北線やえちぜん鉄道、中部縦貫自動車道などが東西に走っている。域内の市町は
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福井市への通勤・通学者の割合が10％を超えており、当市を中心とした都市圏が形成されて

いる。 

   当地域には、県内の事業所の約８割に当たる約３万５千事業所が立地するとともに、県

内の製造業事業所の９割に当たる約５千事業所が立地する県内でも特に製造業が盛んな地

域となっており、今後の立地企業の事業拡大が期待できる。 

   また、高等教育機関として、福井大学（福井市・永平寺町）、福井県立大学（永平寺町）、

福井工業大学（福井市）、仁愛大学（越前市）、福井工業高等専門学校（鯖江市）、仁愛女子

短期大学（福井市）が設置されているほか、企業の人材育成を支援する中小企業産業大学校

も設置されており、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施を促進するために必

要となる人材を育成できる環境が整っている。 

 

   【図表５】嶺北地域の市町別概況 

市町名 
人  口 

（人） 

昼間人口 

（人） 

昼夜人口 

比  率 

民  営 

事業所数 

 

人口千人 

当 た り 

福井市 266,796 294,492 110.4 16,100 60.3 

大野市 35,291 32,394 91.8 1,950 55.3 

勝山市 25,466 23,099 90.7 1,181 46.4 

鯖江市 67,450 63,833 94.6 3,545 52.6 

あわら市 29,989 28,333 94.5 1,317 43.9 

越前市 85,614 87,571 102.3 4,592 53.6 

坂井市 91,900 81,813 89.0 3,865 42.1 

永平寺町 20,647 18,069 87.5 838 40.6 

池田町 3,046 2,628 86.3 162 53.2 

南越前町 11,551 8,708 75.4 432 37.4 

越前町 23,160 18,891 81.6 1,154 49.8 

計 660,910 659,831 99.8 35,136 53.2 

            出典：総務省「平成22年国勢調査」「平成24年経済センサス活動調査」 

 

   嶺南地域は、２市４町（敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町）からなる

広域的な地域であり、木ノ芽峠の南部、若狭湾岸に位置している。 

   ＪＲ小浜線、舞鶴若狭自動車道、国道27号が域内を東西に横断し、これらと接続する国道、

県道等が域内を結んでいる。域内の市町は、敦賀市または小浜市への通勤・通学者の割合が

10％を超えており、両市を中心とした都市圏が形成されている。また、日本海側屈指の港湾

である敦賀港を有し、県内だけでなく、関西圏や中京圏の企業にとって国内外との輸移出入

の重要な拠点となっている。 

   近年では、敦賀市から域内を横断し、吉川ＪＣＴ（兵庫県）において中国自動車道と接続

する舞鶴若狭自動車道が全線開通（平成26年７月）したことにより、西日本とのアクセスが

飛躍的に向上し、関西、中京、北陸の交通結節点として、物流面での重要な地域となってい
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る。 

   また、当地域には、リアス式海岸の地形を活かし、11基の原子力発電所が立地しており、

長年にわたって関西圏への電力供給に貢献してきた。このため、域内では、原子力発電に

関連した建設業や宿泊・飲食サービス業の事業所数、従業員数の構成割合が高くなってい

る。 

   関西圏、中京圏との玄関口となっている敦賀市、古くから食料品製造業や若狭塗、若狭

めのう細工などの伝統工芸が盛んな小浜市、県内有数の規模を誇る若狭中核工業団地（若

狭テクノバレー）が所在する若狭町には、規模の大きい製造業の事業所が立地しており、

今後の事業拡大が期待できる。 

   高等教育機関としては、福井県立大学小浜キャンパス（小浜市）、敦賀市立看護大学（敦

賀市）、福井大学附属国際原子力工学研究所（敦賀市）が設置されており、地方活力向上地

域等特定業務施設整備事業の実施を促進するために必要となる人材を育成できる環境が整

っている。 

 

   【図表６】嶺南地域の市町別概況 

市町名 
人  口 

（人） 

昼間人口 

（人） 

昼夜人口 

比  率 

民  営 

事業所数 

 

人口千人 

当 た り 

敦賀市 67,760 68,887 101.7 3,433 50.7 

小浜市 31,340 32,213 102.8 1,846 58.9 

美浜町 10,563 10,799 102.2 589 55.8 

高浜町 11,062 10,845 98.0 569 51.4 

おおい町 8,580 9,032 105.3 489 57.0 

若狭町 16,099 15,128 94.0 753 46.8 

計 145,404 146,904 101.0 7,679 52.8 

            出典：総務省「平成22年国勢調査」「平成24年経済センサス活動調査」 

 

 （４）地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の内容等 

  イ 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業 

   事業概要（移転型事業）： 

    民間企業等により実施される東京23区から本社機能の移転を伴う特定業務施設を整備

する。 

   実施期間： 

平成27年９月～令和９年３月 

   実施場所： 

    上記（２）①に記載する移転型事業の対象地域内 

 

   事業概要（拡充型事業）： 

    民間企業等により実施される拡充型事業の対象地域内における特定業務施設を整備す
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る。 

   実施期間： 

平成27年９月～令和９年３月 

   実施場所： 

    上記（２）②に記載する拡充型事業の対象地域内 

 

  ロ 不動産取得税、固定資産税、法人事業税の不均一課税制度の創設 

   事業概要： 

企業の本社機能等の移転および県内企業の本社企業等の拡充に伴う不動産取得税、

固定資産税、法人事業税について、不均一課税制度を創設する。 

   実施主体： 

    福井県 

   実施期間： 

    平成27年～ 

 

 ５－４ その他の事業  

  ５－４－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置  

   該当なし 

   

５－４－２ 支援措置によらない独自の取組  

   イ 用地・施設の整備状況に関する情報の開示 

    事業概要： 

     市町や金融機関、民間不動産会社との連携により県内の産業用地・施設情報を収集し、

県において一括管理するとともに、新産業エリア整備促進チーム会議等を通して関係

機関と情報を共有する。また、県内産業団地の整備や分譲の状況、産業用地、空工場等

産業施設の情報を県のホームページや企業誘致関連冊子に掲載し、広く情報を開示す

る。 

    実施主体： 

     福井県 

    実施期間： 

     平成27年～ 

   ロ 事業者の移転手続きに係るワンストップ窓口の設置 

    事業概要：      

県に本社機能移転を支援するワンストップ窓口を設置し、県内に本社機能の移転を

行  

 う企業に対して手続きの支援、相談等を実施するとともに、県、市町、ふるさと福井移 

住定住促進機構が連携し、本社機能の移転に伴い移住する従業員とその家族に対し、

移住の手続から移住後の生活に関する支援・相談まで、継続的かつ一貫した支援を実

施する。 
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     実施主体： 

      福井県 

     実施期間： 

      平成27年～ 

   ハ 事業者の移転促進に係る人材育成確保 

    事業概要： 

     中小企業産業大学校において、マネジメントや人事・総務など経営管理に関する研修

を実施し、本社機能を担う人材を育成する他、 福井県アジア人材基金等を活用し、県

内の大学生、社会人の語学力向上や、アジア地域を中心とするグローバル経済分野の知

識習得に関する事業を行い、国際社会で活躍できる人材を育成する。 

     また、福井県ものづくり人材育成修学資金等を活用し、理工系大学院における修学を

支援することにより、県内のものづくり企業において研究開発業務に携わる人材を育

成・確保する。 

    実施主体： 

     福井県 

    実施期間： 

     平成27年～ 

   二 新たな産業用地の確保 

    事業概要： 

 本社機能の移転・拡充の受け皿となる産業用地を確保するため、産業団地整備補助金

等を活用し、産業団地を整備する市町を支援する。 

実施主体： 

 福井県 

実施期間： 

 平成27年～ 

ホ 本社機能を移転する事業者への助成措置 

 事業概要： 

     本社機能の移転・拡充を促進するため、事務棟や社宅等の建設費用や移転経費に対し

県独自の補助金による助成を行う。 

また、本社機能の移転に伴う県外からの従業員の移住や、県内における新たな雇用

を促進するため、従業員の移転や新規雇用に対し、人数に応じた県独自の補助金によ

る助成を行う。 

    実施主体： 

     福井県 

    実施期間： 

     平成27年～ 

 

６ 計画期間  

  地域再生計画認定の日から令和９年３月31日まで 
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７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 ７－１ 目標達成状況に係る評価の手法 

   ４－４に示す地域再生計画の目標については、計画期間の年度ごとに必要な調査を行い

状況の把握を行うとともに、福井県企業立地推進戦略本部において、達成状況の評価、改善

すべき事項の検討を行うこととする。 

 

 ７－２ 目標達成に係る評価の時期および評価を行う内容 

 
 平

成
2 7

年
度  

平
成
2 8

年
度  

平
成
2 9

年
度  

平
成
3 0

年
度  

令
和
元

年
度  

令
和
2

年
度  

令 和 3
年 度
（ 中

間 年
度 ）  

令
和
4

年
度  

令
和
5

年
度  

令
和
6

年
度  

令
和
7

年
度  

令 和 8
年 度

（ 最 終

年 度 ）  

累 計  

目 標 １  
雇 用  
創 出 数  

3 0

人  

3 0

人  

3 0

人  

3 0

人  

3 0

人  

1 5

人  
1 5人  

7 4

人  

7 4

人  

6 6

人  

6 6

人  
6 6人  5 26人  

 嶺 北  
地 域  

1 5
人  

1 5
人  

1 5
人  

1 5
人  

1 5
人  

０
人  

1 5人  3 7
人  

3 7
人  

3 3
人  

3 3
人  

3 3人  
2 63人  

嶺 南  
地 域  

1 5
人  

1 5
人  

1 5
人  

1 5
人  

1 5
人  

1 5
人  

０ 人  3 7
人  

3 7
人  

3 3
人  

3 3
人  

3 3人  
2 63人  

目 標 ２  

地 方 活 力 向
上 地 域 特 定
業 務 施 設 整

備 計 画 認 定
件 数  

２

社  
（
う

ち
移
転

型
１
社

）  

２

社  

２

社  
（
う

ち
移
転

型
２
社

）  

２

社  

２

社  
（
う

ち
移
転

型
１
社

）  

１

社  
１ 社  

６

社  

６

社  
（
う

ち
移
転

型
１
社

）  

４

社  

４

社  

４ 社  

 

３ ６ 社  
（ う ち

移 転 型
５ 社 ）  

 嶺 北 地

域  

１

社  

１

社  

１

社  

１

社  

１

社  

０

社  

１ 社  ３

社  

３

社  

２

社  

２

社  

２ 社  
１ ８ 社  

嶺 南 地
域  

１
社  

１
社  

１
社  

１
社  

１
社  

１
社  

０ 社  ３
社  

３
社  

２
社  

２
社  

２ 社  
１ ８ 社  

 

 （指標とする数値の収集方法） 

  雇用創出数  県において、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた企

業のほか、期間内に県内において本社機能の移転・拡充等を行った企業に調

査を行い、本社機能に関する業務への従事を新たに開始した従業員数を算

出 

  

 ７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 

   ４－４に示す地域再生計画の目標の達成状況については、計画期間の年度ごとの内容

を、速やかに福井県のホームページ上で公表する。 

 

８ 構造改革特別区域計画に関する事項  

  該当なし  
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９ 中心市街地活性化基本計画に関する事項  

  該当なし  

 

１０ 産業集積形成等基本計画に関する事項  

  該当なし 

 

別紙１  

○法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業の対象となる地方活力向上地域  

市町名  区域  

福井市  グリーンハイツ１～１０丁目 、つくし野 １～３丁目、つくも１～２丁目 、みのり１～４丁目 、

安原町、安保町、一本木町、稲多元町、稲多新町、稲多浜町、引目町、羽水 １～３

丁目 、運動公園 １～４丁目 、栄町 、円山 １丁目 、下河北町 、下江守町 、下荒井町 、

下森田桜町 、下森田新町 、下森田町 、下森田藤巻町 、下森田本町 、下東郷町 、

下馬 １～３丁目、下六条町、下莇生田町、加茂河原１～３丁目、加茂河原町、加茂

緑苑町、河合寄安町、河増町、花月１～５丁目、花堂中１～２丁目、花堂東１～２丁

目 、花堂南 １～２丁目 、花堂北 １～２丁目 、開発 １～５丁目 、開発 町 、学園 １～３丁

目 、乾徳 １～４丁目、間山町 、丸山 １～３丁目 、丸山町 、幾久町、幾代 ２丁目 、久喜

津町 、栗森町 、栗森町浜 、経栄 １丁目 、経田 １～２丁目 、月見 ２～５丁目 、玄正島

町 、古市 １～３丁目 、狐橋 １～２丁目 、御幸 １～４丁目 、光陽 １～４丁目 、江守の里１

～２丁目 、江守中 １～２丁目 、江守中町 、江端町 、高屋町 、高塚町 、高木 １～２丁

目、高木中央１～２丁目、高木町、高木北１～５丁目、高柳町、黒丸町、甑谷町、今

市町 、左内町 、三ツ屋 １～２丁目 、三ツ屋町 、三十八社町 、三尾野町 、三留町 、三

郎丸 １～４丁目 、三郎丸町 、山室町 、四 ツ井 １～２丁目 、市波町 、志比口 １～３丁

目 、寺前町 、漆原町、若栄町 、若杉 １～４丁目 、若杉町 、若杉浜１～３丁目 、手寄 １

～２丁目 、種池 １～２丁目 、種池町 、舟橋 １～３丁目 、舟橋新町 、舟橋町 、重立町 、

春山１～２丁目、春日１～３丁目、春日町、順化１～２丁目、勝見１～３丁目、小稲津

町、小山谷町、小路町、松城町、松本１～４丁目、松本上町、照手１～４丁目、照手

町４丁目、上森田１～５丁目、上森田町、上中町、上毘沙門町、上北野１～２丁目、

上野本町、上野本町新、城東 １～４丁目、新下江守町、新田塚１～２丁目、新田塚

町 、新保 １～３丁目、新保町 、森田新保町 、真木町 、水越 １丁目 、菅谷 １～２丁目 、

菅谷町、成和１～２丁目、清水杉谷町、西下野町、西開発１～４丁目、西学園１～３

丁目 、西谷 １～３丁目、西谷町 、西板垣町 、西方 １～２丁目 、西堀町 、西木田１～５

丁目 、石橋町 、石新保町 、石盛町 、川合鷲塚町 、川尻町 、浅水町 、浅水二日町 、

足羽 １～５丁目 、大願寺 １～３丁目 、大宮 １～６丁目 、大手 １～３丁目 、大瀬町 、大

町 、大町 １～２丁目 、大土呂町 、大島町 、大東 １～３丁目 、大和田町 、中央 １～３丁

目、中荒井町、中毘沙門町、中野１～３丁目、中野町、町屋１～３丁目、長本町、栂

野町 、定正町 、天池町、田原 １～２丁目 、田尻栃谷町 、渡町 、島寺町 、東下野町 、

東郷二ケ町 、桃園 １～２丁目 、灯明寺 １～２丁目 、灯明寺町 、堂島町 、栃泉町 、南



- 12 - 

 

居町、南江守町、南四ツ居１～２丁目、南四ツ居町、二の宮１～５丁目、二日市町、

日光 １～２丁目 、日之出１～５丁目 、馬垣町、白方町、八ツ島 １丁目 、八ツ島町 、八

重巻中町、八重巻町、八重巻東町、板垣１～５丁目、飯塚町、舞屋町、風巻町、福

１～２丁目、福新町、福町、文京１～７丁目、米松１～２丁目、別所町、片粕町、宝永

１～４丁目、豊岡１～２丁目、豊島１～２丁目、北今泉町、北四ツ居 １～３丁目、北四

ツ居町、堀ノ宮１丁目、末広町、明里町、毛矢１～３丁目、木田１～３丁目、木田町、

問屋町 １～４丁目 、門前 １～２丁目 、門前町 、有楽町 、里別所新町 、和田 １～３丁

目、和田中１～３丁目、和田中町、和田東１～２丁目、渕１～４丁目、渕町、葵町、明

里町１丁目、明里町４丁目、清川上町、昭和町、田原町、田原下町、簸川下町、堀

田町、松本中町、緑町、豊町、吉野上町、上里町、足羽上町、板垣町、大和田１～

２丁目、川上町、加茂河原４丁目、境町、重藤町、志比口町、下北野町、城ノ橋中

町、新保北１丁目、大願寺町、高木西１丁目、高木中央３丁目、高柳１～３丁目、月

見町、灯明寺３～４丁目、西方町、花堂町、福万町、渕上町、不動町、舟橋新１～２

丁目 、舟橋黒竜 １～２丁目 、堀 ノ宮町 、牧島町 、町屋町 、水越町 、湊新町 、水越 ２

丁目、山奥町、米松町、稲多町、古市町  

大野市  右近次郎 （１５～２０字及び３７字を除く）、横枕 （１０～３０字を除く）、下据 （１～１０字 、

１５～２７字及び３８～４３字を除く）、下舌 （２～５字、１８～２３字 、２９字、３０字 、３６字 、

３８～４４字及び４９字を除 く）、下丁 （４～７字及び１２～３６字を除 く）、吉 （９～２１字を

除 く）、吉野町 （２０１～１０１２番地を除く）、錦町 、鍬掛 （３字 、１１字 、１３～１６字 、１８

字及び２５～３１字 を除 く）、月美町 、元町 、幸町 、高砂町 、国時町 （２０１～４０７番

地 、６０１～９０７番地及び１１０１～１４１０番地を除 く）、桜塚町 （２０１～５０２番地を除

く）、糸魚町 （６～８番を除 く）、七板 （１～２９字 、３３～３６字及び４２～７７字を除 く）、

篠座、篠座町 （２～８番を除く）、若杉町 （３０１～６１１番地、１００１～１００４番地及び１

３０１～１７１４番地を除 く）、春日 、春日 １～３丁目 、小矢戸 （１～１４字 、２１～２９字及

び３６～６１字 を除 く）、庄林 （２～４字 、１４～２１字 、２５～３８字及び４１～５６字 を除

く）、菖蒲池 （１～３字 、１５～１７字 、１９字 、２１字 、３２字 、３５字及び４５字を除 く）、上

荒井 （１～２字 、４～７字及び１４～２５字を除く）、上舌 （４～２０字 、３１～３５字及び３７

字を除 く）、城町 、新町、神明町 （３０１～９１５番地 、１１０１～１１０７番地及び１２０１～

１２１６番地を除 く）、水落町、清瀧、泉町 （１番 、３番 、４番 、７～１３番及び１５～１６番

除く）、太田 （１字 、９字 、１１字 、１３字 、１４字及び１７～２６字を除く）、大矢戸 （１～２５

字及び３３～５１字を除 く）、大和町 、中荒井町１～２丁目 、中据 （２～３１字 、３５字及

び４５～５４字を除く）、中津川 （１～１４字 、２５～２７字及び３３～３６字を除く）、中保 （１

０～１２字 を除 く）、中野 （１～２字 、１２～１７字 、１９字 、３０字 、３３～３５字 、４１～４４

字 、５０～５１字及び５７～７１字を除 く）、中野町 ３～４丁目、中挾 、中挾 １丁目 、中挾

２丁目 （１０１～１１３番地及び１００１～１６１７番地を除く）、中挾 ３丁目 （１０１～７０４番

地及び１００１～１４１３番地を除く）、天神町、土打 （１～４７字及び６５～７６字を除く）、

土布子 （１字 、３字及び１３～２８字を除 く）、東中 、東中町 （４０１～６０９番地及び１００

１～１１０６番地を除 く）、東中野１～２丁目、南春日野、南新在家 （６～８字 、２５字 、３
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４字及び３９～４３字を除 く）、日吉町、美川町、美里町 （１０１～５０７番地及び６０１～

９０１番地を除く）、本町、明倫町、弥生町、友江 （２１字を除く）、有明町、要町、陽明

町１～２丁目、陽明町３丁目 （３０１～６０５番地、７０１番地、９０３番地及び１１０１～１６

１３番地を除く）、陽明町４丁目 （１０１～７１１番地を除く）  

勝山市  旭町１～３丁目 、旭毛屋町 、栄町 １～５丁目、下高島 、下毛屋 、郡町 １～３丁目 、元

町 １～３丁目 、荒土町伊波 、荒土町松ケ崎 、荒土町松田 、荒土町新保 、鹿谷町保

田５７字、昭和町１～３丁目、上高島、村岡町浄土寺、滝波町１～５丁目、沢町１～２

丁目、遅羽町大袋３５～３７字及び６１字 、遅羽町比島３４～３５字及び３７字 、猪野、

猪野口 ２３字及び３３～３７字 、猪野毛屋 、長山町 １～２丁目 、片瀬 ５～６字 、８～１１

字及び６０字 、片瀬町 １～２丁目 、芳野 １７０字及び１７８字 、芳野町 １～２丁目 、北

市、本町１～４丁目、毛屋町、立川町１～２丁目、村岡町黒原２５～２６字及び２８～２

９字 、遅羽町北山４字及び１９字  

鯖江市  本町 １～４丁目 、旭町 １～４丁目 、日の出町 、深江町 、屋形町 、舟津町 １～５丁目 、

上鯖江１～２丁目、小黒町１～３丁目、長泉寺町、長泉寺町１～２丁目、横越町、新

町、下新庄町、定次町、五郎丸町、西山町、桜町１～３丁目、住吉町１～３丁目、有

定町１～３丁目、柳町 １～４丁目、東鯖江１～４丁目、横江町１～２丁目、新横江１～

２丁目、宮前１～２丁目、水落町、水落町１～４丁目、北野町、北野町１～２丁目、田

所町、三六町１～２丁目、鳥羽町、鳥羽１～３丁目、神中町１～３丁目、御幸町１～４

丁目 、下江尻町 、幸町 １～２丁目 、丸山町１～２丁目 、神明町 １～５丁目 、東米岡１

丁目、つつじヶ丘町、中野町、上河端町、舟枝町、橋立町、下河端町、吉谷町、四

方谷町 、南井町 、大正寺町 、大野町 、別所町、乙坂今北町 、吉江町、米岡町 、入

町 、三尾野出作町、西番町 、杉本町 、糺町 、石田上町 、石田中町 、石田下町 、丸

山町３～４丁目 、東米岡 ２丁目 、川去町 、西大井町 、田村町 、持明寺町 、冬島町 、

二丁掛町 、吉田町 、大倉町 、小泉町 、平井町、熊田町 、下野田町 、和田町 、石生

谷町 、漆原町 、上野田町 、上氏家町 、下司町、鳥井町 、当田町 、下氏家町 、松成

町、落井町、磯部町、戸口町、中戸口町、上戸口町、川島町、別司町、河和田町、

莇生田町、片山町、西袋町、金谷町、寺中町、北中町、東清水町、尾花町、沢町  

あわら市  伊井４～１６字 、３１～３２字 、６０字及び６２字 、井江葭 （２字 、７～１０字 、１４字 、１６～

２７字 、２９～４１字 、４４～４５字 、４７～４８字 、５０字 、５５～５６字 、５８字 、６０～６７字及

び６９～７４字を除く）、温泉１丁～５丁目、下番４字、花乃杜１～２丁目、指中５９～６５

字 、柿原 ４５～４７字及び６３字 、熊坂 ２～１１字 、３０～３４字 、６２字 、６４～６５字 、７０

～７１字 、９６字 、９９字 、１２７字及び１３０字 、古屋石塚２２字及び２４字 、国影 （１～３

字 、６～１１字 、１３～１４字 、１６字 、２０～２３字及び３６～４０字を除く）、山室１～４字 、

１７字 、３８字 、７１字及び７６～７７字 、山十楽１字 、市姫１～２丁目、市姫４～５丁目、

自由ケ丘１～２丁目、舟津 （２～８字、１１～１４字 、１７～１８字 、２８～３０字 、３２字及び

６７～７４字を除 く）、舟津 １～３丁目、春宮 １～２丁目 、菅野 ２２～２３字 、３５～３７字 、

４０～５６字及び７０～７１字 、清間 １１字 、１４～１５字及び１８～２０字 、西温泉１丁目、

大溝 １～２丁目 、池口 ５字 、中川 １０字 、田中々（３～１５字 、１７字 、１９～２５字 、２７
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字、２９～３３字 、３８字及び４３～４５字を除く）、東善寺 ５字 、東田中５～６字 、９字 、１

１字及び１４字 、二面 （１～７字 、９～１７字 、１９～２３字 、２５～３２字 、３９字 、４４～４６

字 、５１字 、５３字 、５７～５９字 、６１～６２字 、６４～６５字 、６７～７３字 、７５～７７字 、７９

字 、８１～８３字及び８５～９０字を除く）、二面１丁目、二面４丁目、波松６８字、布目、

北 ８～１４字 、北金津２５字及び１２５字 、堀江十楽 （７～８字 、１０～１３字 、１５字 、２０

字 、２５～３５字 、３８字及び４０～４１字を除く）、矢地１～１０字及び３２～３３字  

越前市  粟田部町、稲寄町、瓜生町、押田２丁目、横市町、岡本町、葛岡町、岩内町、岩本

町、宮谷町、五分市町、行松町、高瀬１丁目、高木町、国高１～３丁目、国中町、今

宿町、三ツ口町、四郎丸町、芝原３丁目、芝原５丁目、若竹町、小松１～２丁目、小

野谷町 、庄町 、庄田町、松森町 、上真柄町 、新在家町 、新町 、新保 １～２丁目 、新

保町 、清水頭町 、千原町 、千福町 、村国 ３丁目 、大塩町 、大屋町 、大滝町 、大虫

町、大虫本町、池ノ上町、中央 ２丁目、中津山町、長土呂町、塚町、定友町、東千

福町、畷町、南１～２丁目、日野美１～２丁目、白崎町、姫川１～２丁目、不老町、府

中３丁目、平出１～２丁目、平林町、片屋町、北小山町、北府１～４丁目、本多２～３

丁目、本保町、妙法寺町、野岡町、矢放町  

坂井市  

 

 

 

 

 

丸岡町愛宕、丸岡町安田新 （２～４字 、６字 、１２～１４字及び２０字を除 く）、丸岡町

磯部新保 （１６字を除く）、丸岡町磯部島 （２～３字 、９字、１２字及び１４字を除く）、丸

岡町磯部福庄 （１字 、４字 、６字 、８～９字 、１１字 、１５～１７字 、１９～２１字及び２４字

を除 く）、丸岡町一本田 （８字 、１４～１８字 、２２字 、２４～２５字 、２７字及び２９字を除

く）、丸岡町一本田中 （１～５字 、９字 、１５字 、２１字 、２３～２６字及び４７～４８字を除

く）、丸岡町一本田福所 （１～３字、５～７字、１３～１４字 、１６～２０字、２４字 、２６～２７

字及び３１字～３４字を除 く）、丸岡町羽崎 （２４字 、２６字及び２９～３１字を除 く）、丸

岡町栄 １丁目 、丸岡町栄 ２丁目 、丸岡町下安田 （８～１０字 、２２字及び２６字 を除

く）、丸岡町下久米田 （１～２字、４字、８字、１１字 、１４字 、１６～１７字 、２４～２６字 、２

８～３１字 、３３字 、３５字及び３８～５８字を除く）、丸岡町霞ケ丘１～２丁目、丸岡町霞

町１丁～４丁目、丸岡町楽間 （１～６字及び１１～１２字を除く）、丸岡町乾下田、丸岡

町寄永 （２～４字を除く）、丸岡町儀間 （１字 、５～６字 、１０～１１字 、１３字 、１５字 、１７

～１８字 、２３字 、２５字 、２７字及び３３～５１字を除 く）、丸岡町吉政 （１～７字 、９～１１

字 、１３字 、１６字及び４０～４６字を除く）、丸岡町牛ケ島 （１～２字、４～６字、９字、１１

字 、１３～１８字及び２５～２７字を除 く）、丸岡町金元 （１字 、３～５字及び７～８字を除

く）、丸岡町熊堂 （１～３字を除く）、丸岡町玄女 （２字 、１５～１６字 、１９字 、２０字 、２２

～２４字及び３７～５２字を除く）、丸岡町御幸１丁目、丸岡町荒町、丸岡町高瀬（２～

３字、６字及び１５～１９字を除く）、丸岡町高田 （２～３字及び５～６字を除く）、丸岡町

高柳 （１～３字 、９字 、１１字 、１３字 、１６字 、１９字及び２２字を除 く）、丸岡町今市 （４

～７字 、１２字 、１４字 、１６～１７字及び１９～２１字を除く）、丸岡町今町、丸岡町今福

（２字及び１６字を除く）、丸岡町笹和田 （１～３字を除く）、丸岡町山久保 （１～１１字 、

１３～２０字 、２２字 、２６字 、２８～３０字 、３３字 、３７～３８字及び５２～５７字を除く）、丸

岡町山崎三ケ（１～３字、５～６字、８字、１０～１３字 、１５字 、１７字 、１９～２８字 、３０～
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３１字 、３４字 、３６字 、３９字 、４４字 、４７字 、５４～５５字 、５９～６０字及び６２～６４字を

除 く）、丸岡町四ツ屋 （１～１１字を除 く）、丸岡町四ツ柳 （１～２字 、５～６字 、８～１０

字 、１２字 、１５字 、１７～１９字 、２３字及び２５～２８字を除く）、丸岡町四郎丸 （７字 、１

０字及び１４～１６字を除く）、丸岡町篠岡 （１６字を除く）、丸岡町舟寄 （１～１５字 、１７

～１９字 、３１字 、３４字 、３６字 、３９字 、４１字 、４４字 、４７字 、５１～５３字 、５６～５７字 、

１５０～１５２字 、１５５～１６６字及び１６８字を除く）、丸岡町女形谷 （６～７字 、１０～１３

字 、１５～２１字 、２４～２６字 、２９～３４字 、４２～４４字及び６０～６７字を除く）、丸岡町

小黒 （１～２字 、６字 、８字 、１０～１１字 、１３～１７字 、３６～４０字 、４９～５１字 、６３字 、

７１～７３字 、１０３字及び１０５～１０７字を除 く）、丸岡町松川１～２丁目、丸岡町松川

町 、丸岡町上安田 （２字 、５字 、１２～１４字 、２０～２１字 、２４字及び２７～２８字 を除

く）、丸岡町上久米田 （３字 、８字 、１２～１３字 、１５字 、１７～１８字 、２０～２２字 、２４

字 、２６字 、３２字及び４２～８７字を除 く）、丸岡町上金屋 （１～７字 、９字 、１７字 、２１

～２２字及び２７～２９字を除 く）、丸岡町上田町１～２丁目 、丸岡町乗兼 （１２字 、１４

字 、１９字及び３１～３６字を除 く）、丸岡町城北 １～３丁目 、丸岡町城北５～６丁目 、

丸岡町新間 （１字 、５字及び１０～１４字 を除 く）、丸岡町新九頭竜 １～２丁目 、丸岡

町新鳴鹿 １丁目 、丸岡町新鳴鹿 ３丁目 、丸岡町針ノ木 １丁目 、丸岡町西瓜屋、丸

岡町西里丸岡 （７～８字 を除 く）、丸岡町石城戸町 １～４丁目 、丸岡町千田 （１～２

字 、６字 、１２～１４字 、１７～１９字 、２２字 、２５～２７字及び２９字を除く）、丸岡町舛田

（５字 、７～８字 、１０字 、１３字 、３０字及び３４～３６字を除 く）、丸岡町曽々木 （３９～４

１字を除く）、丸岡町大森 （１２～１３字 、１５～１８字 、２２字 、２８字 、３１字及び３６～４２

字を除く）、丸岡町巽町１～３丁目、丸岡町谷町１～３丁目、丸岡町筑後清水 （１～２

字 、７字 、９字 、１１字 、１３字 、１５～１７字及び１９字を除 く）、丸岡町猪爪 （１７字を除

く）、丸岡町猪爪 １～７丁目 、丸岡町朝陽 １～２丁目 、丸岡町長崎 （１～３字 、５～９

字 、２１字及び２３～２５字を除く）、丸岡町長畝 （４～５字 、７字 、１０～１１字 、１３字 、２

０字 、２３～２８字 、３０字 、３４字 、３６～３７字 、３９字 、５０～５２字 、６０～６１字及び１０１

～１０２字を除 く）、丸岡町坪ノ内 （２～３字 、７字 、１０～１１字 、１４～１５字 、１７字 、１９

字 、２１字及び２４字を除 く）、丸岡町坪江 （６字 、８～９字 、１１～１２字 、１４～１５字 、１

８字 、２１字 、２５～２６字、２９字 、３４字及び３７～３９字を除く）、丸岡町田屋 （２字 、７６

～７７字 、８０字 、１２６～１２７字及び１３２字を除く）、丸岡町東二ツ屋 （１～２字 、６～１

１字及び１６字を除 く）、丸岡町東陽１～２丁目、丸岡町寅国 （５字及び１３～１５字を

除 く）、丸岡町内田 （５～１０字及び１９～２９字を除 く）、丸岡町南横地 、丸岡町八ケ

郷 （１～２５字及び２８～２９字を除 く）、丸岡町八ツ口 （１～５字 、９字 、１１字 、１３～１７

字 、１９字 、２１～２２字 、３８字 、４１字 、４７字及び４９～５１字を除 く）、丸岡町八丁 （１

字を除く）、丸岡町八幡町、丸岡町板倉 （１～３字 、５～６字 、８～１０字 、１２字 、５２～

５４字及び５６～６２字を除 く）、丸岡町富田町１～２丁目、丸岡町豊原高瀬 （１～４字

及び６字を除 く）、丸岡町北横地 （７～１１字 、１７～２１字 、３８字 、４０字 、５１字 、５３

字 、５６字 、６６字 、６８～６９字及び７１字を除く）、丸岡町北横地１丁目、丸岡町堀水

（１～６字 、１０～１２字及び１４字を除く）、丸岡町本町１～４丁目、丸岡町末政 （１～３
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字、６～１０字及び１３～１８字を除く）、丸岡町野中山王 （１字 、７字 、１０字 、１６字 、１

９字 、２４～２９字 、３７字、４８字及び５６～６３字を除く）、丸岡町柳町、丸岡町友末 （１

字 、３字、４字、６字、８～１１字 、１５字及び２０字を除く）、丸岡町与河 （２字 、４字、７８

～８０字 、１２９字 、１３０字及び１３２～１３５字を除く）、丸岡町里丸岡１～３丁目、丸岡

町里竹田 （３字 、５字及び２５～３４字を除く）、坂井町下関 （１～１８字 、２１～３５字 、３

７～４７字 、４９～６２字及び６４字を除 く）、坂井町下新庄 （２～３字 、６字 、８～１５字及

び１７～１８字を除く）、坂井町下兵庫 （３２字 、３４字 、３７字 、１２５字 、２０１～２０５字 、

２０８～２１２字 、２１５～２３１字 、２３３～２３５字 、２３７～２３８字 、２４２～２４５字 、２５０

字 、２５３字 、２５５～２６１字 、２６５～２７１字 、２７４～２８０字 、２８２～２８４字 、２８８～２９

０字 、２９２字 、２９４字及び２９８字を除く）、坂井町河和田 （１～３字 、５字 、７～８字 、１

０字 、１３字 、１６～１７字 、１９字 、２１字 、２３字 、２５字 、２７～３０字 、３５～３６字 、３８～

３９字 、４２～４５字 、４７字 、４９字及び５１～５５字 を除 く）、坂井町宮領 （３～４字 、６

字 、８字 、１０字 、１２字 、１４～１５字 、１９字 、２２字 、２７～２８字 、３３字 、３６字及び４５

～４６字を除く）、坂井町五本 （３～４字 、６～９字 、１３～１７字 、１９字 、２１～２４字 、２６

～２８字 、３０字 、３２～３５字 、３７字 、３９～４１字 、４３～４４字 、４７～４８字 、５０～５１字

及び５５字を除く）、坂井町御油田 （２字 、４字、９字、１３～１４字 、１７～２１字 、２５字 、

３０～３４字 、３６字 、４１字 、４３字及び４５～４６字を除く）、坂井町高柳 （１０１～１２６字

を除く）、坂井町今井 （１～１３字 、３７字及び４５～４６字を除く）、坂井町若宮 （１～１２

字 、１５～２０字 、２４～２７字 、３９～４０字 、４３字及び４８字を除 く）、坂井町上関 （１～

６字 、９～２０字 、２２～２６字 、３０～３１字 、３３～４２字及び４５～５７字を除く）、坂井町

上新庄 （２字 、６字 、８字 、１３字 、２３～２６字 、２９字 、３４～３５字 、３８字 、４０～４１字

及び４８字を除く）、坂井町上兵庫 （１～６字 、８字 、１４～１７字 、２１～２５字 、２７字 、２

９字 、３２～３４字 、３６字 、４１～４３字 、４６～４９字 、５２字 、５４字 、５９字 、６３字 、７４～

７７字 、８０字 、８４～８８字及び９４～９５字を除く）、坂井町新庄１～３丁目、坂井町清

永 （４～６字 、８～１０字 、１８字 、２０～２３字 、３３字 、３７～３８字 、４１～４３字 、４５～４８

字及び５０～５２字を除く）、坂井町西 （１～２０字及び２２～２６字を除く）、坂井町折戸

（１～３字 、６～８字 、１０～１３字及び５０字を除く）、坂井町蔵垣内 （１～１１字 、１３～１

６字 、１８～２７字 、２９字、３２字 、３４～３９字 、４１字及び４３字を除く）、坂井町大味 （１

字 、６字、１０字 、１５～１６字 、２８字 、５６字 、５８字 、７１字 、１０１～１０６字 、１０８～１１９

字及び１２１～１４４字を除く）、坂井町蛸 （１～２０字 、２２字及び８３字を除く）、坂井町

朝日１～２丁目、坂井町長屋 （１～５字、７～１０字 、１２～１３字 、１５～１７字 、１９字 、２

０字 、２３～２４字 、２７～２８字 、３９～４０字 、４２字 、４４～４５字 、４７～４８字 、５０字 、５３

字 、５５～５６字 、５８～７０字及び７３～７６字を除く）、坂井町長畑（１～４字を除く）、坂

井町定旨 （４～５字 、７～１３字及び１７字を除く）、坂井町田島 （１字 、４字 、６～７字 、

９～１１字及び１３～１７字を除 く）、坂井町田島窪 （１～２字及び４～１１字を除 く）、坂

井町島 （１～６字及び８～１１字を除く）、坂井町東 （１～１２字 、２６～２７字 、３０字 、３２

～３３字 、３５字 、３７字及び３９～４０字を除 く）、坂井町東荒井 （２字 、５字 、７字 、１１

字 、１４～２０字 、２２字 、２４字 、２６～２７字 、２９～３０字 、３３字 、３５字 、３７～３８字及
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び４５～４６字を除く）、坂井町東中野 （１～３字 、５～６字 、８字 、１０字及び１５～１８字

を除 く）、坂井町東長田 （５字 、７～８字 、１２字 、１５字 、２１～２２字 、２９～３０字 、３２

字 、３４～３５字 、４０字 、４２字 、４９字 、５１字 、５３字 、５５字 、５９～６０字及び６２～６４

字 を除 く）、坂井町徳分田 （１字 、８字 、１０～１１字 、１６字 、２７～２９字 、３２字 、３６

字 、３９字及び４３～４６字を除 く）、坂井町福島 （１～２字 、１５～１８字 、２２～２３字 、２

５～３２字 、３５字 、３７～３９字 、４２～４３字 、４５～４７字 、５０字 、５２～５３字 、５６～５７

字及び５９字を除く）、坂井町木部新保 （１～２字 、４字 、６～２１字 、２３～２８字 、３０～

４０字及び７２～７３字 を除 く）、坂井町木部東 （３～４字 、７字 、１０～１１字 、１４～１５

字 、１７～１８字 、２０字 、２４～３２字及び３５字を除 く）、三国町つつじが丘、三国町運

動公園 １～３丁目 、三国町沖野々（１～２字及び８～９字 を除 く）、三国町下野 （１４

字 、１６～１９字 、２１～２３字 、２６～２９字 、３４～３６字 、３８～３９字 、４３字 、４５～４６

字 、４８字 、５０字 、５３字 、５７～５８字 、６１字 、６３～６５字 、６９～７０字 、７２字 、７４～７

５字及び８２字 を除 く）、三国町加戸 （１～５字 、８字 、１０～１１字 、１５字 、１７字 、１９

字 、２１～２２字 、２７字 、３６字 、４１～４２字 、４７字 、４９字 、５１字 、５３字 、５９～６５字 、

７７～７８字 、１０１～１０３字 、１１６～１１９字 、１３５字及び１３７～１３８字を除 く）、三国

町覚善 （５字 、８字 、１０～１１字 、２１字 、２３～２４字 、２７字 、３０～３３字及び３６～３７

字を除 く）、三国町楽円 （３字 、１８字及び５１～５９字を除 く）、三国町梶 （１字 、５字 、

１３字 、１５字 、１９～２１字 、２３字 、２６～２７字 、２９～３１字 、３３字 、４０～４２字 、４５～４

９字 、５１～５２字 、５５～５８字及び７４字を除 く）、三国町錦 １～４丁目 、三国町黒目

（２字 、５～１１字 、１４～１６字 、１９～２０字 、２８～２９字及び３１字を除 く）、三国町崎

（４～２２字 、２４字 、２９～３０字 、３２～３４字 、５７～７４字及び７６字を除く）、三国町三

国東１～７丁目、三国町山王１～６丁目、三国町山岸 （２０字 、２８字 、３１字 、３５～３６

字 、４２～４７字 、４９字 、５１～６０字及び６５～６９字を除く）、三国町汐見１丁目、三国

町汐見３丁目、三国町宿 （４８字及び５０字を除 く）、三国町宿１～３丁目、三国町新

宿 １～２丁目 、三国町新保 （３５～３７字 、３９字 、４３～４４字及び９７字を除 く）、三国

町神明１～３丁目、三国町陣ケ岡 （２字 、８字、１０～１７字 、１９～２１字 、２４字 、２６～

３１字及び３３～３７字を除 く）、三国町水居 （１～７字を除 く）、三国町嵩 （３字 、５～６

字、８～９字、１１字 、１５～１９字 、２２字 、２６字 、２９字 、３１字 、３７字及び４４～５２字を

除く）、三国町西今市 （１４～１６字 、２１～２３字及び２６字を除く）、三国町西谷 （１～８

字 、１１字 、１３字及び１５～１９字を除く）、三国町西野中 （１８～２４字及び２６～３２字

を除 く）、三国町青葉台 、三国町石丸 （１字及び１０１～１３８字を除 く）、三国町川崎

（１０１～１２８字を除 く）、三国町滝谷 （５７字及び６０字を除 く）、三国町滝谷 １～３丁

目、三国町池見 （１７字及び１０１～１１７字を除く）、三国町池上 （１～３字 、５～７字 、

９～１０字 、１２～１５字 、１８字 、２７～２８字 、３０～３１字 、３３字 、３７字 、４１～４３字 、４６

字 、４９字 、５４字 、５７～５８字 、８３～８７字 、９０字 、９２～９８字 、１００～１０２字 、１０４～

１０６字 、１０８字 、１１０～１１２字及び１１４～１１７字を除く）、三国町竹松 （３字 、５字 、

８字 、１１字及び１７字を除 く）、三国町中央１～２丁目、三国町殿島、三国町南本町

１～４丁目 、三国町浜地 （２字 、４字 、７～１０字 、１２～１４字 、２０～２２字 、３０字 、４０
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～４５字及び４７～４８字を除く）、三国町平山 （１字 、５字 、８字 、１０～１３字 、１７字 、１

９字 、２１字 、２４～２６字、２８字 、３０～３１字 、３３字 、３５～３７字 、３９～４０字 、４３～４４

字 、４７～４９字 、５３字 、６１～６２字 、６４～７０字及び８０～８１字を除く）、三国町米ケ

脇 （２４字 、２７～３１字及び３４～４０字を除 く）、三国町米ケ脇 １～５丁目 、三国町米

納津 （３～６字 、１２～１７字 、１９字 、２３～２４字 、２６～３４字 、３６～４０字及び４５～４７

字を除く）、三国町北本町１～４丁目、三国町油屋 （３～４字、８字、１３字及び１８～１

９字を除 く）、三国町緑ケ丘 １～５丁目 、春江町いちい野中央 、春江町いちい野北 、

春江町安沢 （６～１０字 、１４字 、２０字 、２２～２３字 、２６～２７字及び３１字を除 く）、春

江町為国 （２３字を除 く）、春江町為国亀ケ久保 、春江町為国幸、春江町為国西の

宮 、春江町為国中区、春江町為国平成、春江町井向 （２～３字 、８～１１字 、１３～１

５字 、１７～１８字 、２２字 、２４字 、２６～２８字 、３１～３３字 、３６字及び４１～４２字を除

く）、春江町沖布目 （１～２字 、４～７字 、９～１０字 、１４字 、１７字 、２２字 、２５～２７字 、

２９字 、３２字 、３５～３７字 、４０～４１字 、４３～４４字 、５０～５３字 、５５～５６字及び５９

字を除 く）、春江町下小森 （１～２字 、６～７字 、９字 、１５～１７字 、２１字 、２４及び２８

字 を除 く）、春江町寄安 （１字 、３～６字 、９字及び１２～１４字 を除 く）、春江町境元

町、春江町境上町、春江町金剛寺 （８～１２字及び１４字を除く）、春江町江留下、春

江町江留下宇和江 、春江町江留下屋敷 、春江町江留下高道 、春江町江留下相

田 、春江町江留上旭 、春江町江留上錦 、春江町江留上昭和 、春江町江留上新

町、春江町江留上大和、春江町江留上中央、春江町江留上日の出、春江町江留

上本町、春江町江留上緑、春江町江留中 （１字 、３～５字、９字、１３～１４字 、１８字 、

２０～２２字 、２４～２６字 、２８字 、３１字 、３３字 、３５～３６字及び４０～４２字を除く）、春

江町高江 （３～５字 、８～１０字 、１２字 、１６～１７字 、２０～２１字 、２３字 、２５～２６字及

び２９字を除く）、春江町取次 （１～３字及び６～８字を除く）、春江町松木 （６字 、１３～

１６字及び１８～２０字を除く）、春江町上小森 （１字 、４字 、６～１２字 、１４字 、１７字 、２

０字及び２２～２３字を除 く）、春江町針原 （１～５字 、７～１２字 、１９字 、２６～２７字 、３

０字 、３３～３４字 、４３～４４字 、４６～４８字 、５２～５３字 、５６～５７字 、６０～６７字及び７

０字を除く）、春江町随応寺 （２字 、６～８字 、１０字及び２５字を除 く）、春江町随応寺

中央 、春江町正善 （１～６字及び１８字 を除 く）、春江町正蓮花 （２字 、６～７字 、１１

字 、１４字及び１６～２１字を除 く）、春江町西太郎丸 （４～８字 、１２～１３字 、１６字及

び１９～２１字を除 く）、春江町西長田 （２字 、４～５字 、１１字 、１５字 、２４～２８字 、３７

字 、３９～４１字 、４３字 、４７～４８字 、５０字 、５２字 、５６字 、５８字及び６０～６１字を除

く）、春江町石塚 （１～９字 、１２～１５字 、１８～２０字及び２２～３３字を除 く）、春江町

石仏、春江町千歩寺 （１字 、３字 、５～１３字 、１５～１７字 、１９～２０字 、２２～２３字 、２

５字 、２７～３０字及び３２字を除 く）、春江町大針 （４～７字及び９～１０字を除 く）、春

江町大牧 （１字 、３～４字、６～８字、１０字 、１２字 、１４字 、１６～１７字 、２０～２５字 、２７

～３０字 、３２字 、３４～３５字及び３７～３８字を除く）、春江町中筋 （２８～２９字 、３５～３

７字及び４３～４７字を除 く）、春江町中筋高田、春江町中筋三ツ屋、春江町中筋春

日、春江町中筋大手、春江町中筋北浦、春江町中庄 （２字 、６～７字 、１０～１１字 、
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１４～１５字 、１８～１９字 、２１字 、２７～２８字 、３１字 、３３～３４字 、４０字 、４３字 、４６

字 、５１字 、５３字 、５５字、５９字 、６１字及び６４字を除く）、春江町辻 （１～４字、７～１１

字及び１４字を除く）、春江町定広 （１～７字を除 く）、春江町定重 （２～３字及び６～８

字を除 く）、春江町田端 （４～６字 、１１～１３字 、２０字 、２２～２３字 、２６字 、２８字 、３１

～３３字 、３６～４１字及び４３字を除 く）、春江町東太郎丸 （１５字 、１７字 、１９～２０字

及び２２字を除 く）、春江町藤鷲塚 （１～７字 、９～１０字 、１３～１５字 、１９～２１字 、２５

～３５字及び４１～４５字を除 く）、春江町姫王 （１～３字 、７～９字及び１２～１３字を除

く）、春江町布施田新 （１～４字 、８字及び１２字を除 く）、春江町堀越 （１～４字 、９字

及び１１～１２字を除 く）、春江町本堂 （１字 、３字 、５～７字 、９～１５字 、１７～１９字及

び２４～２７字を除 く）、春江町木部西方寺、三国町藤沢 （１～５字及び８字を除 く）、

三国町野中 （１～１３字を除く）、三国町横越 （６字及び１３～２５字を除く）、三国町玉

江 （１字 、５字 、１０字 、１３字 、１６字及び１８字を除く）、丸岡町為安 （２～６字 、８字 、１

０字 、１１字 、１３～１７字 、３６～４０字 、４９～５１字 、６３字及び７１～７３字を除 く）、丸

岡町石上 （１字を除 く）、丸岡町川上 （１～８字 、１０～１１字及び１３～２３字を除 く）、

丸岡町畑中 （２３字 、７７字 、７９～８０字 、１２８字及び１３２字を除 く）、丸岡町伏屋 （３

８～４２字を除 く）、丸岡町三本木 （４５～４６字を除 く）、丸岡町赤坂 （４２～４５字を除

く）、丸岡町豊原 （１１字 、１３～１４字 、１８字 、２１字及び３６～６５字を除 く）、丸岡町

宇随 （２字 、４字、６字、７０２字及び７０５字を除く）、丸岡町宇田 （２字、５字、８字、１０

字 、１３字 、１６～１７字及び１９字を除く）、丸岡町反保 （１～３字を除く）、丸岡町油為

頭 （１～２字、６字、９字 、１１字 、１３～１５字及び１７～１８字を除く）、春江町境為 （１～

８字を除 く）、三国町三国、丸岡町乾、丸岡町下田、丸岡町上田、丸岡町松川、丸

岡町猪爪９丁目、丸岡町里丸岡、春江町江留上、春江町境  

永 平 寺

町  

松岡吉野堺 ３１字 、松岡室 ２６字 、松岡吉野堺 ３１字 、松岡吉野堺 ３７字 、山 １字及

び９字、高橋２～６字、谷口３～４字及び８～９字及び４８字、東古市２５字、２６字及び

３２字 、浅見 ５字 、７字 、９字 、１１字及び１３字 、牧福島３３字 、３７～３８字及び４０字 、

大月２３字、２７字 、２９字及び３５字  

池田町  安善寺、稲荷、広瀬、山田、市、寺谷、寺島、上荒谷、水海、西角間、谷口、池田、

定方、東俣、板垣、野尻、薮田、新保、  

南 越 前

町  

今庄、鯖波、湯尾  

越前町  気比庄、青野、佐々生、織田、西田中、西田中２～４丁目、大王丸、朝日、朝日１丁

目、東内群１～４丁目  

敦賀市  衣掛町 、栄新町 、永大町 、岡山町 １～２丁目 、開町 、角鹿町 、鞠山 、金 ヶ崎町 、櫛

川、櫛林、沓見、結城町、元町、原 、古田刈、呉羽町、呉竹町１～２丁目、港町、高

野 、坂下 、桜町、三島町１～３丁目 、市野々町 １丁目 、若泉町 、若葉町１～３丁目 、

曙町 、昭和町１～２丁目 、松栄町 、松原町 、松島町 、松島町 ２丁目、新松島町 、新

和町 １丁目 、神楽町１～２丁目 、清水町 １～２丁目 、石ケ町 、川崎町、泉 、相生町 、

中 、中央町１～２丁目、鋳物師町 、長沢 、津内 、津内町１～３丁目、鉄輪町 １～２丁
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目、天筒町 、田結 、東洋町 、藤ヶ丘町 、堂 、萩野町 、白銀町 、布田町 、舞崎町 、舞

崎町２丁目、平和町、本町１～２丁目、明神町、木崎、野神、余座、和久野、莇生野  

小浜市  阿納尻 、一番町 、羽賀 、雲浜 １～２丁目 、駅前町 、遠敷 、遠敷 １～１０丁目 、下竹

原、加斗、加茂、加茂、学園町、宮の前、金屋、熊野、堅海、後瀬町、口田縄、甲ケ

崎、高塚、国分、山王前１～２丁目、山手 １～３丁目、四谷町、小松原、小浜塩竈、

小浜貴船、小浜玉前、小浜広峰、小浜香取、小浜今宮、小浜鹿島、小浜酒井、小

浜住吉、小浜神田、小浜清滝、小浜生玉、小浜浅間、小浜多賀、小浜大宮、小浜

大原、小浜男山、小浜津島、小浜日吉、小浜白鳥、小浜白髭、小浜飛鳥、小浜竜

田、小浜鈴鹿、松ヶ崎１丁目、上竹原、城内１～２丁目、新小松原、深谷、深野、神

宮寺、須縄、水取 １～４丁目、生守、西勢、青井、千種 １～２丁目、川崎 １～３丁目、

相生 、多田 、大手町 、谷田部 、竹原 、竹長 、東勢 、湯岡 、南川町 、飯盛 、尾崎 、府

中、伏原、福谷、平野、北塩屋、堀屋敷、湊、木崎、竜前、和久里  

美浜町  河原市、久々子、郷市、金山、佐柿、佐田、坂尻、山上５９～６０号 、７７号 、７９～８４

号 、８６～８７号及び９４号、松原１号及び３号、早瀬、大藪、丹生６６号、木野  

高浜町  安土、薗部、塩土、音海５２号、７７号及び７９号、下車持１６～１７号、２２～２３号 、３８

～３９号及び４６号 、岩神 、宮崎 、高森 、三明、紫水ケ丘 、事代 、若宮 、小和田７１～

７４号及び３７～４３号 、鐘寄、西三松、青１１～２０号 、青戸、中山１３号 、１７号及び５

０号 、中津海 、田ノ浦 、東三松 、湯谷 、南団地１～２丁目 、馬居寺２８号及び３０号 、

畑 １２～２４号 、立石、和田１～２号、６～７号、１００～１４５号及び１６８号 、高屋  

お お い

町  

安川 ４字 、９字 、１４字及び１９号 、久保 ６８号 、成海 １号 、石山 ２７号 、２８号及び３２

号 、大島１号 、１３号及び１９号 、福谷２２字及び４３字 、早田谷７９字、奥谷、本郷 ２８

～２９号 、３９～４２号及び５４号 、名田庄井上６号 、名田庄下８４号 、名田庄口坂本３

７号、名田庄小倉２６～２７号 、名田庄西谷１２～１５号  

若狭町  安賀里 、熊川２～２９字、３０字 １～１０、３０字 １２～１３、３１字 、３２字 、３３字 １～２２、３

３字２４～２５、２７～３６字 、４２字 、４３字、井ノ口、三十三団地、三方、市場、若狭テ

クノバレー、相田、鳥浜、能登野  
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別紙２  
○法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業の対象となる地域  

【嶺北地域】  

市町名  区域  

福井市  つくし野１丁目、つくも１～２丁目、みのり１～４丁目、安原町、安保町、一本木町、稲

多元町 、稲多新町 、稲多浜町 、羽水 １～３丁目 、栄町 、円山 １丁目、下河北町 、下

江守町 、下荒井町 、下森田桜町 、下森田新町 、下森田町 、下森田藤巻町 、下森

田本町 、下東郷町 、下馬 １～３丁目 、下六条町 、下莇生田町 、加茂河原 １～３丁

目、加茂河原町３字、１６～１７字 、２０～２１字及び２９～３３字 、加茂緑苑町、河合寄

安町、河増町、花月１～５丁目、花堂中１～２丁目、花堂東１～２丁目、花堂南１～２

丁目 、花堂北 １～２丁目 、開発 １～５丁目 、開発町 、学園 １～３丁目 、乾徳 １～４丁

目、間山町、丸山１～３丁目、丸山町 ３８字、４０字及び４４字 、幾久町、幾代２丁目、

久喜津町、栗森町、経栄１丁目、経田１～２丁目、月見２～５丁目、玄正島町、古市

１～３丁目 、御幸 １～４丁目 、光陽 １～４丁目 、江守中 １～２丁目 、江守中町 、江端

町 、高屋町 、高塚町 、高木 １～２丁目 、高木中央 １～２丁目 、高木町 、高木北 １丁

目、黒丸町、甑谷町 ２８～２９字 、今市町、左内町、三ツ屋１～２丁目、三ツ屋町、三

十八社町 、三尾野町 、三留町 ７～８字 、２１～２３字及び７２字 、三郎丸 ３～４丁目 、

三郎丸町 、山室町 、四ツ井 １～２丁目 、市波町 、志比口 １～３丁目 、寺前町 、漆原

町、若栄町、若杉１～４丁目、若杉町、若杉浜１～３丁目、手寄１～２丁目、種池１～

２丁目 、舟橋 １～２丁目 、舟橋新町 、舟橋町、重立町 １３字 、１５～１８字 、２２字 、２８

字 、３０字及び３２字 、春山１～２丁目、春日 １～３丁目、春日町、順化 １～２丁目、勝

見１～３丁目、小稲津町１０１～１０２番地、小山谷町１～５字、１２字、２４字及び２９～

３０字 、小路町 、松城町 、松本 １～４丁目 、松本上町 、照手 １～４丁目 、照手町 ４丁

目 、上森田 １～３丁目、上森田５丁目 、上森田町 、上中町 、上毘沙門町 １字 、上北

野１～２丁目、上野本町 、城東 １丁目、城東 ４丁目 、新田塚１～２丁目 、新田塚町 、

新保１丁目、新保３丁目、新保町、森田新保町、真木町、菅谷１～２丁目、菅谷町 １

０～１１字 、成和１～２丁目、清水杉谷町１９字及び４５字 、西下野町、西開発１～４丁

目、西谷 １～２丁目、西谷町 １～２字 、７字 、１１～１４字 、２１～２２字及び３０字 、西板

垣町 、西方 １～２丁目、西堀町 ７～８字 、西木田１～５丁目 、石橋町 、石新保町 、石

盛町 、川合鷲塚町 、川尻町 、浅水町 、浅水二日町 、足羽 １～５丁目、大願寺 １～３

丁目、大宮１～６丁目、大手１～３丁目 、大瀬町、大町、大町１～２丁目、大土呂町１

～４字 、１３字 、２０字及び２８字 、大島町 、大東 １～３丁目 、大和田町 、中央 １～３丁

目 、中荒井町 ２字及び１～７０３番地 、中毘沙門町 １字 、７字 、１４字 、３２字及び３４
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字、中野 ３丁目、中野町 ２５字 、町屋１～３丁目、長本町、栂野町、定正町、天池町

２９～４８字 、田原 １～２丁目 、田尻栃谷町 ８字 、１６字及び３８字 、島寺町 ３字及び５

字 、東下野町５８～５９字 、東郷二ケ町、桃園１～２丁目、灯明寺１～２丁目、灯明寺

町 、堂島町 １～２１３番地 、栃泉町 １～５字 、２６字及び２８～３３字 、南居町 ７０～８２

字 、南江守町 １～２字 、６字及び６１～６２字 、南四 ツ居 １～２丁目 、二の宮 １～５丁

目 、二日市町 、日光 １～２丁目 、日之出 １～５丁目 、馬垣町 、白方町 、八 ツ島町 ５

字 、１４～１５字及び３０～３１字 、八重巻中町 、八重巻町 、八重巻東町 、板垣 １～５

丁目、飯塚町、舞屋町 、風巻町、福 １～２丁目、福新町、福町、文京 １～７丁目、米

松 １～２丁目、別所町、宝永 １～４丁目、豊岡１～２丁目、豊島 １～２丁目、北四ツ居

１～３丁目、北四ツ居町、堀ノ宮１丁目、末広町、明里町、毛矢１～３丁目、木田１～

３丁目、木田町、問屋町１～４丁目、門前１～２丁目、門前町 ４～１６字 、有楽町、里

別所新町、和田１～３丁目、和田中１～３丁目、和田中町 ３０字、３９～５５字 、８２～８

５字及び１２３字 、和田東 １～２丁目 、渕 １～４丁目 、葵町 、明里町 １丁目 、明里町 ４

丁目 、清川上町 、昭和町 、田原町 、田原下町、簸川下町 、堀田町 、松本中町 、緑

町 、豊町 、吉野上町 、上里町 、足羽上町 ８４～８６字 、板垣町 、大和田 １～２丁目 、

川上町、加茂河原４丁目、境町、重藤町、志比口町、下北野町、城ノ橋中町、新保

北１丁目、大願寺町、高木西１丁目、高木中央３丁目、高柳１～３丁目、月見町、灯

明寺３～４丁目、西方町、花堂町、福万町、渕上町、不動町、舟橋新１～２丁目、舟

橋黒竜１～２丁目、堀ノ宮町 ３字 、牧島町、町屋町、水越町、湊新町、水越 ２丁目、

山奥町７字 、１０～１２字 、２０字 、２４字 、２８～２９字 、３５～３６字 、３８字 、４０～４１字 、

４３～４７字 、５１字 、５４～５６字及び５８字 、米松町、稲多町、古市町  

大野市  右近次郎 （１５～２０字及び３７字を除く）、横枕 （１０～３０字を除く）、下据 （１～１０字 、

１５～２７字及び３８～４３字を除 く）、下丁 （４～７字 、１０字及び１２～３６字を除 く）、吉

（９～２１字を除 く）、吉野町 （２０１～１０１２番地を除 く）、鍬掛 （３字 、１１字 、１３～１６

字 、１８字及び２４～３１字を除く）、月美町、元町、七板 （１～２９字 、３３～３６字 、４２～

７７字を除く）、篠座、篠座町 （２～８番を除く）、若杉町 （３０１～６１１番地、１００１～１０

０４番地及び１３０１～１７１４番地を除 く）、春日 、春日 １～３丁目 、庄林 （２～４字 、１４

～２１字 、２５～３８字及び４１～５６字を除く）、菖蒲池 （１～３字 、１５～１７字 、１９字 、２

１字 、３２字 、３５字及び４５字を除く）、上舌 （４～２０字 、３１～３５字及び３７字を除く）、

城町 、神明町 （３０１～９１５番地 、１１０１～１１０７番地及び１２０１～１２１６番地 を除

く）、水落町、清瀧 （大野市２３８～２３９字を除く）、大矢戸 （１～２５字及び３３～５１字

を除 く）、大和町 、中荒井町１丁目 、中据 （２～３１字 、３５字及び４５～５４字を除 く）、

中津川 （１～１４字 、２５～２７字及び３３～３６字を除 く）、中保 （１０～１２字を除 く）、中

野 （１～２字 、１２～１７字 、１９字 、３０字 、３３～３５字 、４１～４４字 、５０～５１字及び５７

～７１字を除く）、中挾２丁目 （１０１～１１３番地及び１００１～１６１７番地を除く）、中挾

３丁目 （１０１～７０４番地及び１００１～１４１３番地を除 く）、土布子 （１字 、３字及び１３

～２８字を除 く）、東中 、東中町 （４０１～６０９番地及び１００１～１１０６番地を除く）、東

中野 ２丁目 、南新在家 （６～８字 、２５字 、３４字及び３９～４３字を除 く）、日吉町 、美
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川町、明倫町、弥生町、友江 （２１字を除く）、要町、陽明町２丁目  

勝山市  旭町１～３丁目 、旭毛屋町 、栄町 １～５丁目、下高島 １～１７字 、下毛屋 、郡町 １～３

丁目、元町１～３丁目、荒土町伊波、荒土町松ケ崎、荒土町松田、荒土町新保、鹿

谷町保田５７字 、昭和町 １～３丁目 、上高島、村岡町浄土寺 （２０字及び５１～５８字

を除 く）、滝波町 １～５丁目 、沢町 １～２丁目、遅羽町大袋３５～３７字及び６１字 、遅

羽町比島３４～３５字及び３７字 、猪野、猪野口２３字及び３３～３７字 、猪野毛屋、長

山町１～２丁目、片瀬５～６字、８～１１字及び６０字、片瀬町１～２丁目、芳野町１～２

丁目、北市、本町１～４丁目、毛屋町、立川町１～２丁目、村岡町黒原２５～２６字及

び２８～２９字 、遅羽町北山４字及び１９字  

鯖江市  本町 １～４丁目 、旭町 １～４丁目 、日の出町 、深江町 、屋形町 、舟津町 １～５丁目 、

小黒町１～３丁目 、長泉寺町 、長泉寺町１～２丁目 、横越町、定次町 （１～３字及び

７～９字を除く）、五郎丸町 （８～９字 、１１～１２字及び１５～１６字を除く）、西山町、桜

町 １～３丁目 、有定町１～３丁目 、柳町 １～４丁目 、東鯖江１～４丁目 、横江町 １～２

丁目 、新横江１丁目 、宮前 １～２丁目 、水落町 、水落町１～４丁目、北野町 （１５～１

７字を除 く）、北野町 １～２丁目、田所町、三六町１～２丁目、鳥羽町 ２２字 、４３字及

び１０６～１１１字 、鳥羽１～３丁目、神中町１～２丁目、御幸町１丁目、下江尻町、幸

町 １～２丁目、丸山町１～２丁目、神明町１～５丁目、東米岡１丁目、つつじヶ丘町、

下河端町 （３２～１０３字を除 く）、吉江町 （２６～３６字を除 く）、杉本町 （１～１２字及び

１５～２６字を除 く）、糺町 （１１字 、１３～２０字 、２２字 、２３字 、２５～２９字及び３１字を

除 く）、石田上町１５～１６字 、丸山町３～４丁目、東米岡２丁目、川去町４字 、６字及

び３２字 、西大井町 ４字 、二丁掛町 １～２字 、平井町 ２０字 、熊田町 １～２字及び１４

字 、石生谷町１１字 、上野田町１２～１３字 、下司町１８字 、鳥井町３～４字 、当田町１

２～１４字 、河和田町 （１～５字 、３０～４９字及び５２～５６字を除 く）、莇生田町 （４～７

字 、２２字 、３３字及び３６～５４字を除く）、片山町 （１１～１３字を除く）、西袋町 （１～７

９字を除く）、北中町 （１～８字、１０～１２字 、１５～１６字及び１９～３０字を除く）  

あわら市  伊井４～１６字、３１～３２字 、６０字及び６２字、井江葭 （２７字及び２９～４０字を除く）、

温泉 １～５丁目 、下番 ４字 、花乃杜 １～２丁目 、柿原 ４５～４７字及び６３字 、指中 ５９

～６５字 、熊坂２～１１字 、３０～３４字 、６２字 、６４～６５字 、７０～７１字 、９６字 、９９字 、

１２７字及び１３０字 、古屋石塚２２字及び２４字、国影、山室１～４字、１７字 、３８字 、７

１字及び７６～７７字 、山十楽 １字 、市姫 １～２丁目 、市姫 ４～５丁目 、自由ケ丘 １～２

丁目、舟津、舟津１～３丁目、春宮 １～２丁目、菅野 ２２～２３字 、３５～３７字 、４０～５

６字及び７０～７１字 、清間１１字、１４～１５字及び１８～２０字 、大溝１～２丁目、池口５

字 、中川 １０字 、田中々（６～１５字 、１７字 、１９～２２字 、２４～２５字 、２７字 、２９～３０

字及び３３字を除く）、東善寺 ５字 、東田中５～６字 、９字 、１１字及び１４字 、二面、二

面 １丁目、二面 ４丁目、波松 ６８字 、布目 （２～８字 、２１字 、３０～３３字 、３６～４２字 、

５０～５１字及び５３～５４字を除 く）、北 ８～１４字 、北金津 ２５字及び１２５字 、堀江十

楽 （１０～１５字を除く）、矢地１～１０字及び３２～３３字  

越前市  粟田部町６０～６３字 、７８～７９字及び８１字 、岡本町、岩内町、今宿町、四郎丸町、
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庄田町３１字 、大塩町１字及び３字、大虫町２～５字及び７字、大虫本町、池ノ上町 １

字 、３～６字、８字 、１２～２１字 、３２～３３字 、３６～３９字 、４１～５４字 、５７字及び９０～

９４字 、白崎町７３字 、府中３丁目、平林町２５字 、北府１～２丁目  

坂井市  丸岡町磯部福庄 ５字 、丸岡町一本田 ２～６字 、２８字及び３１～３５字 、丸岡町一本

田中 １～５４番 、２８～３６字 、３８字 、４１字 、４３字及び４５～４６字 、丸岡町一本田福

所１０字 、２２～２３字及び２９字 、丸岡町羽崎１６字及び３１字 、丸岡町栄１～２丁目、

丸岡町下安田５字、７字、２２字及び２６字、丸岡町下久米田４字及び３８字、丸岡町

霞町１～４丁目、丸岡町乾下田３～４字及び６字 、丸岡町吉政８字及び２２字 、丸岡

町熊堂１字、３字、３０１～３０３字及び３０６～３０８字 、丸岡町玄女１０～１４字 、１７～１

８字及び２１字 、丸岡町荒町、丸岡町高瀬２字、丸岡町今町、丸岡町今福１～７字 、

９～１０字及び１４字 、丸岡町山崎三ケ１７字 、丸岡町四郎丸４字 、丸岡町舟寄１字 、

１１０字及び１５８字 、丸岡町小黒３０字 、６０字 、６４字 、６８字 、７０字 、７４字及び１００

字 、丸岡町松川 １～２丁目 、丸岡町松川町、丸岡町上久米田 ２９字及び６３字 、丸

岡町上安田１字及び５字 、丸岡町上田町１～２丁目、丸岡町乗兼２０字 、丸岡町城

北６丁目、丸岡町西瓜屋１字、３～４字、６～１１字及び１３字、丸岡町西里丸岡３～５

字 、１０字及び１６字 、丸岡町石城戸町１～３丁目 、丸岡町千田８字 、丸岡町舛田２

字、４字及び２０字、丸岡町巽町３丁目、丸岡町谷町１～３丁目、丸岡町猪爪１字、３

～７字 、１２～１４字 、１６字及び２６字 、丸岡町猪爪 ２～７丁目 、丸岡町朝陽 １～２丁

目 、丸岡町長崎 １字 、６字及び１４字 、丸岡町長畝 １０字 、１５字及び５６字 、丸岡町

坪江３字及び８字 、丸岡町東陽１～２丁目 、丸岡町寅国 ３～４字 、６字 、９～１０字及

び１６字、丸岡町内田４字及び１５～１６字 、丸岡町南横地６字、８字及び１０字、丸岡

町八ケ郷８字 、丸岡町八ツ口７字及び４７～５０字 、丸岡町八幡町、丸岡町富田町１

～２丁目、丸岡町北横地２８字 、丸岡町堀水１３字 、丸岡町本町１～４丁目、丸岡町

末政１２字及び１８字 、丸岡町里丸岡１～３丁目、坂井町下新庄１５字 、坂井町下兵

庫 ２４５字 、２５１字 、２５４字及び２９９字 、坂井町河和田 １５字 、２４字 、３１～３２字及

び３４字 、坂井町宮領４７～４８字及び５０～５１字 、坂井町五本５字及び３８字 、坂井

町御油田２字、２４字及び３９～４０字 、坂井町上新庄４２～４４字 、４６字及び５１～５２

字 、坂井町上兵庫４０字 、坂井町蔵垣内３４字 、坂井町大味５４字 、６４～６６字 、６９

字及び１３８字 、坂井町長屋７１～７２字及び７８字 、坂井町長畑１６字及び１９字 、坂

井町定旨 １字 、６字及び１４～１５字 、坂井町田島 １２字 、坂井町福島 ８～１０字 、坂

井町木部東２６字及び２８字、三国町楽園２字、三国町錦４丁目、三国町黒目９字、

２１～２６字及び３０字、三国町崎６２字、三国町三国東１～７丁目、三国町山王１～２

丁目及び４～６丁目、三国町山岸３３字、３９字及び５０字、三国町汐見３丁目、三国

町宿１～２丁目、三国町新保８字 、４０字 、５５～５９字 、７８～７９字 、８５～９４字及び９

６～９７字 、三国町神明２～３丁目、三国町滝谷１字 、２字及び５字 、三国町池上８０

字及び１１２字 、三国町竹松２字及び１４字 、三国町中央１丁目、三国町南本町１丁

目及び３～４丁目、三国町平山２７字 、三国町米ケ脇５丁目 、三国町米納津４８～５

０字 、三国町北本町 １～４丁目 、三国町緑ケ丘 ４丁目 、春江町いちい野北 ８０２番
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地、春江町為国２５字、２７字及び２９字 、春江町為国幸、春江町為国西の宮、春江

町為国中区 、春江町沖布目 ３８字及び４０字 、春江町境元町 、春江町境上町 、春

江町金剛寺１字及び５字 、春江町江留下１字及び３字 、春江町江留下宇和江、春

江町江留下屋敷、春江町江留下高道、春江町江留下相田、春江町江留上錦、春

江町江留上昭和、春江町江留上新町、春江町江留上大和、春江町江留上中央、

春江町江留上日の出、春江町江留上本町 、春江町江留上緑、春江町江留中 １７

字 、２９字 、３５字 、３７字及び３９字 、春江町松木２字 、春江町随応寺２０～２１字 、春

江町小正連花４～５字 、春江町西太郎丸 ３字 、１６字及び２１字 、春江町西長田 ３９

字 、春江町石塚２８字 、春江町大牧３９字 、春江町中筋１～４字及び３９字 、春江町

中庄５字及び６１字 、春江町辻２字 、春江町田端２字及び４３字 、春江町藤鷲塚３６

～３７字及び４０字、春江町本堂２２～２３字 、三国町三国１４字及び１７字、丸岡町乾

２字 、丸岡町下田４４字 、丸岡町上田５字 、丸岡町松川３８字 、丸岡町猪爪９丁目、

丸岡町里丸岡３４字 、春江町江留上２７字 、４０～４１字及び４４～４９字 、春江町境１

５字、１７～１８字 、２０字、２２～２３字及び２５～２６字  

永 平 寺

町  

松岡室２６字 、松岡吉野堺３１字 、松岡吉野堺 ３７字 、山 １字 、高橋 ２～６字 、谷口 ３

～４字及び８～９字 、浅見 ５字 、７字 、９字 、１１字及び１３字 、牧福島３３字 、３７～３８

字及び４０字、大月２３字、２７字 、２９字及び３５字  

池田町  安善寺１４～１６字 、稲荷３３～３８字 、広瀬１２～１３字 、市 ２７字 、寺島、水海６２～１２

１字 、西角間３０～３４字 、谷口１７字 、薮田４～５字、新保１１～１２字  

南 越 前

町  

鯖波 （１～８号 、１０～５６号 、９号 １～２及び９号 ４～１５を除 く）、湯尾 （１～１５号及び１

９～２３３号を除く）  

越前町  朝日２４号、青野２５号、佐々生１４号 、小曽原１００号  

 

【嶺南地域】  

市町名  区域  

敦賀市  衣掛町 、永大町 、鞠山 、金ヶ崎町 、櫛川 ４５～４８字 、５１～５４字及び８６字 、元町 、

原 １４～１５字 、２２～２３字 、５２字 、８９～９３字及び９５～９８字 、古田刈 、呉羽町、港

町、坂下 １７字 、桜町、若泉町、若葉町２丁目、松栄町、神楽町１～２丁目、清水町

１丁目 、石ケ町 、川崎町 、泉 １～６字 、１６１～１６２字及び１６４～１７３字 、相生町 、

中 、長沢 、津内 、津内町 １～２丁目 、鉄輪町 １丁目 、田結 ２７字 、２９字～３１字 、３３

字及び３５～３６字 、東洋町 、堂 ２２字 、２５～２６字 、２８～３１字及び３５字 、白銀町 、

本町１～２丁目、明神町、木崎、余座９字及び１３～１４字 、莇生野  

小浜市  雲浜 １～２丁目 、駅前町 、遠敷 、遠敷 ３～１０丁目 、加斗 １～１０３字 、加茂 １～１０４

字 、学園町、宮の前、堅海 １～８２字 、甲ケ崎１～４字 、５字 （１～７）、６～１４字 、１５字

（１、９、１３、１９、２０－１、２０－２、２１－１、２１－２、２２、２３－１、２３－２、２４－１、２４

－２、２５－１、２５－２）、１６～３１字 、３２字 （１～５、６－１、６－２、７－１、７－２）、３３～

３４字 、３５字 （１－１、１－２、１－３、１－４、２－２、３－１、４～７、２２－２、２２－４、２５－

１、２５－２、２６－１、２６－２、２７－１、２７－２、２８～３４）、３６字 （１）、３７～４９字 、５０
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字 （１～２）、５１字 、５２字 （１、２－１、２－２、２－３）、５３～５４字 、５５字 （１）、５９字 （１

～３、４－１、４－２、５、６－１、６－２、７、８－１、８－２、９－１、９－２）、６０字 、６１字 （１

－１、１－２、１－３、１－４、１－５、１－６、２－１、２－２、２－３、２－４、３－１、３－２、３－

３、３－４、３－５、４－１、４－２、４－３、５、６－１、６－２、７、８、９－１、９－２、９－３、１

０、１１、１２－１、１２－２、１２－３）、６２～６８字 、６９字 （１～７、８－１、８－２、８－３）及

び７０字 （１７－１、１７－２）、小松原 、小浜貴船 、小浜香取 、小浜鹿島 、小浜住吉 、

小浜神田、小浜浅間、小浜大宮、小浜大原、小浜男山、小浜津島、小浜日吉、小

浜白鳥、小浜飛鳥、新小松原、水取１～４丁目、生守 １～５０字 、川崎１～３丁目、多

田 １～３３字 、３４字 （１－１、１－２、２－１、２－２、２－３、２－４、３、４－１、４－２、５－

１、５－２、５－３、６－１、６－２、６－３、６－４、６－５、７－１、７－２、８－１、８－２、９－

１、９－２、１０－１、１０－２、１０－３、１１－１、１１－２、１２－１、１２－２、１３－１、１３－

２、１４－１、１４－２、１５－１、１５－２、１６－１、１６－２、１７、１８、１９－１、１９－２、１９－

３、１９－４、２０－１、２０－２、２０－３、２０－４、２０－５、２１－１、２１－３、２２－１、２２－

３、２３、２４－１、２４－２、２４－３）、３５～５０字及び５１字 （２－１、２－２、９－１、９－

２）、竹長１～３９字及び４０字 （３７－１、３７－２）、湯岡１～２８字及び２９字 （７－１、７－

２）、飯盛 １～１７８字 、尾崎 １～２１字 、２２字 （１～２、３－１、３－２、３－３、３－４、４～

７、８－１、８－２、９、１０－１、１０－２、１１、１２、１３－１、１３－２、１４～１５、１６－１、１６

－２、１７～２０、２１－１、２１－２、２２～２３）及び２３～６５字 、府中、伏原１～３３字、３４

字 （１－１、１－２、２～１１、１３－１、１３－２、１３－３、１３－４、１３－５、１３－６、１３－

７）、３５～３７字 、３８字 （１～１０、１１－１、１１－２）、３９字 （１、２－１、２－２、３～１２、１

３－１、１３－２、１４）、４０～４４字 、４５字 （１～６、７－１、７－２、８～１０）、４６字 、４７字

（１－１、１－２、２－１、２－２、２－３、３－１、３－２、４－１、４－２、５－１、５－２、５－３、

６－１、６－２、７－１、７－２、８－１、８－２、９～１１、１２－１、１２－２、１２－３、１３－１、１

３－２、１３－３、１４－１、１４－２、１５－１、１５－２、１６－１、１６－２、１７－１、１７－２、１

８－１、１８－２、１８－３、１９－１、１９－２、２０、２１－１、２１－２、２１－３、２２－１、２２－

２、２２－３、２３～２４、２５－１、２５－２、２５－３、２６－１、２６－２、２６－３）、４８字 （１～

２、３－１、３－２、３－３、４－１、４－２、５－１、５－２、５－３、６）、４９～５０字 、５１字 （１

－１、１－２、２～５）、５２字 （１～８）、５３字 （１～３）、５４字 （１）及び５５字 、平野 １～３５

字 、３６字 （９－１、９－２）及び３７字 （１７－１、１７－２、１７－３、１７－４、１７－５、１７－

６、１７－８）、福谷 １～２８字 、北塩屋１～３４字、３５字 （１８－１、１８－２、１８－３、１８－

４、１８－５、１８－６、１８－７、１８－８、１８－９、１８－１０、１８－１１、１８－１２、１８－１３、

１８－１４、１８－１５、１８－１６、１８－１７）及び３６字 （２－１、２－２、２－３）、堀屋敷、木

崎 、野代 １～４２字 、４３字 （６－１、６－２）、４４～４５字 、４６字 （１－１、１－２、１－３、１

－４、１－５、１－６、１－７、１－８、１－９、１－１０、１－１１、１－１２、１－１３、１－１４）、４

７字及び４８字 （６－１、６－２、１０－１、１０－２、３９）、竜前１～３７字 、和久里  

美浜町  河原市１７～２０号 、久々子５４号、郷市１３～１５号及び４７～４８号 、金山６０号、佐柿

５６～５９号 、佐田６４号、坂尻４３号、山上５９～６０号 、７７号 、７９～８４号 、８６～８７号

及び９４号、松原１号及び３号、早瀬、大藪７号、２１号及び２４号、丹生６６号、木野２
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１～２２号及び２５号  

高浜町  安土 （１～５号を除く）、薗部 １～６３字 、音海１～２２字、２３字 （１～５）、２４字 （１～３）、

２５～３２字 、３３字 （１～１４、１５－１、１５－２、１６、１８～２６、２７－１、２７－２、２７－３、

２８～３９、４０－１、４０－２、４１－１、４１－２、４１－３、４１－４）、３４字 （１～４、６～９、１

１～１２）、３５～４３字 、４４字 （１～２、３－１、３－２、４、５－１、５－２、５－３、６－１、６－

２、７～８）、４５～６２字 、６３字 （２－１、２－２、２－３、２－４、３）、６４～６５字 、６６字

（２）、６７字 、６８字 （１－１、１－２、１－３、１－４、１－５、１－６、１－７、１－８、１－９、１

－１０、２－１、２－２、２－３、２－４、２－５、２－６、２－７、２－８、２－９、２－１０、２－１

１、２－１２、３－１、３－２、３－３、３－４、３－５、３－６、３－７、３－８、３－９、３－１０）及

び６９～７９字 、下車持３８～３９号及び４６号 、岩神 、宮崎 、高森 、小和田３７～４３号

及び７４号、西三松１～１５字 、中山１～５１字 、中津海、田ノ浦、東三松 １～５８字 、畑

１～３６字 、和田２号、１２３～１２６号 、１３６～１３７号及び１６８号 、高屋 １～２８字  

お お い

町  

安川１９号、久保６８号、石山３２号、大島１号 、１３号及び１９号、本郷２８及び４２号、

名田庄井上６号、名田庄下８４号、名田庄小倉２６～２７号 、名田庄西谷１２～１５号  

若狭町  安賀里、井ノ口１～５１字 、三十三団地、三方１～１４８字 、市場１～８字、９字 （３－１、

３－２、３－３、３－４、３－５、３－７、３－８、３－９、４－１、４－２、４－３、４－６、５－１、５

－２、６）、若狭テクノバレー、相田 １～８８字 、鳥浜、能登野  

 

 


